
社会福祉法人神栖市社会福祉協議会 有料広告掲載要項 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要項は，社会福祉法人神栖市社会福祉協議会（以下「本会」という。）が掲載する民間企業等

の広告の取り扱いについて，必要な事項を定めるものとする。 

 

（広告媒体） 

第２条 広告を掲載する媒体（以下「広告媒体」という。）は，次に掲げるものとする。 

（１）かみす社協ニュース 

（２）ボランティアセンターマガジン 

（３）神栖市社会福祉協議会ウェブサイト 

（４）本会の郵便用及び窓口用封筒（以下「本会の封筒」という。） 

（５）本会の公用車 

（６）その他広告媒体として活用できると認められる本会保有財産または広報物 

 

（広告の範囲） 

第３条 この告示において，次の各号のいずれかに該当する広告は，掲載しない。 

（１）法令等に違反するもの 

（２）本会の信用若しくは品位を害し，又は業務遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの 

（３）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条に規定する営

業に該当するもの 

（４）政治活動，宗教活動，意見広告又は個人宣伝に係るもの 

（５）公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの 

（６）本会会員規程第２条第３号に規定する法人会員でないもの 

（７）その他公益上支障があると認められるもの 

２ 各広告媒体へ掲載する広告内容の具体的基準は，別に定める。 

 

（広告の規格等） 

第４条 広告の掲載位置，規格及び掲載料は，別表のとおりとする。 

２ 第２条第６号に掲げる広告媒体に係る広告の規格等については，その実情に応じて定める。 

 

（広告の募集） 

第５条 会長は，広告媒体に広告を募集するときは，その種類ごとにかみす社協ニュース，本会ウェブサ

イト等に募集内容等を掲載するものとする。 

 

（掲載の申込み） 

第６条 広告の掲載を希望する者（以下「申込者」という。）は，神栖市社会福祉協議会有料広告掲載申込

書（様式第１号）に広告の原稿を添えて，会長に提出しなければならない。 

 

（掲載の決定） 

第７条 会長は，前条の申込みがあったときは，第３条の規定にもとづき速やかに掲載の可否を決定する

ものとする。 



２ 会長は，広告の掲載の可否を決定したときは，神栖市社会福祉協議会有料広告掲載決定通知書（様式

第２号）又は神栖市社会福祉協議会有料広告不掲載決定通知書（様式第３号）により申込者に通知する

ものとする。 

３ 広告掲載希望者が第４条に規定する枠数を超えたときは，先着順とする。 

 

（広告内容の協議） 

第８条 広告の内容，デザイン等は，本会の信用性，信頼性等を損なうことのないよう，申込者及び本会

の間で協議及び調整ができる。この場合において，申込者は，正当な理由があるとき以外は訂正，削除

等に応じるものとする。 

 

（掲載料の支払い） 

第９条 広告掲載の決定通知を受けた者は，会長の指定する期日までに，請求通知により広告掲載料を支

払うものとする。 

 

（掲載料の還付等） 

第１０条 納入済みの掲載料は，還付しない。ただし，申込者の責めによらない理由により広告の掲載が

できなかったときは，この限りでない。 

 

（申込者の責任） 

第１１条 広告の内容に関する責任は，申込者が負うものとする。 

２ 広告原稿等の作成経費は，申込者が負担するものとする。 

 

（広告掲載の取消し） 

第１２条 会長は，本会の業務運営上支障があるとき，又は指定の期日までに掲載料の支払いがなかった

ときは，広告の掲載を取り消すことができる。 

 

（補則） 

第１３条 この告示に定めるもののほか，必要な事項は，会長が別に定める。 

 

 

付 則 

１ この要項は，平成２８年４月１日から施行する。 

２ この要項は，平成２８年９月２６日から施行する。 

  



別表（第４条関係） 

広告媒体 掲載位置 規格 掲載料 

かみす社協ニュース 

 

ボランティアセンター

マガジン 

最下段 

半段（縦35mm×横 85mm） 

単色(黒) 
1,000円／号 

１段（縦35mm×横 175mm） 

単色(黒) 
2,000円／号 

神栖市社会福祉協議会

ウェブサイト 
トップページ 

縦60ピクセル×横150ピクセル

50KB以内，GIF又は JPG 

カラー 

500円／月 

ただし，申込者が

かみす社協ニュ－

ス，ボランティアセ

ンターマガジンに

広告を掲載した場

合，掲載１号につき

１か月分の掲載料

を無料とする 

本会の封筒 裏面 
（縦35mm×横 85mm） 

単色(黒) 
3,000円／2,000枚

本会公用車 両側面 
縦 350mm×横500mm  

カラー 
4,000円／月 

※上記掲載料には、消費税及び地方消費税を含む。 

  



様式第１号(第６条関係) 

神栖市社会福祉協議会有料広告掲載申込書 

年  月  日  

 神栖市社会福祉協議会長 様 

申込者 住所(所在地)              

氏名(法人の場合は名称及び代表者氏名)  

 

印  

電話番号                    

 

 有料広告の掲載について，原稿を添えて下記のとおり申し込みます。 

 

記 

１ かみす社協ニュース（毎月１日発行。※１月号のみ１月４日発行） 

掲載号   

掲載スペース 半段      1 段 

 「掲載号」には希望するすべての号を御記入ください。 

２ ボランティアセンターマガジン（偶数月１５日発行。※発行日が新聞休刊日の場合前日） 

掲載号   

掲載スペース 半段      1 段 

 「掲載号」には希望するすべての号を御記入ください。 

３ 神栖市社会福祉協議会ウェブサイト 

掲載期間   年   月   日 ～    年   月   日 

リンク先アドレス   

４ 本会の封筒 

封筒の種類等   

５ 本会の公用車 

掲載期間   年   月   日 ～    年   月   日 

車種 軽自動車   普通乗用車 

６ その他 

  

 ※媒体の種類等，必要事項を御記入ください。 


